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上の２項目に

相当する事態

は通常想定さ

れない。

上の２項目に

相当する事態

は通常想定さ

れない。

同上 同上



 

特定空家等判断基準（第２条第２項）



 



 



 



 



 

①不在者財産管理制度 ②相続財産清算制度 ③所有者不明土地管理制度

根拠条項 民法第25条第1項 民法第952条第1項 民法第264条の2第1項

本則申立人 利害関係人・検察官 利害関係人・検察官 利害関係人

空家法第14条第1項 空家法第14条第1項 －

所有者不明土地法
第42条第1項

所有者不明土地法
第42条第1項

所有者不明土地法
第42条第2項

不在者（従来の住所又は居
所を去った者）がその財産
の管理人を置かなかったと
き

相続人のあることが明らか
でないとき

所有者を知ることができ
ず、又はその所在を知るこ
とができない土地（共有の
場合を含む）

不在者の財産の全部 相続財産の全部

①所有者不明土地

②所有者不明土地にある動産

③これらの処分等により管理

　人が得た財産

区分所有建物
への適用

あり あり －

自然人 適用あり 適用あり 適用あり

法人 （他法対応） （他法対応） 適用あり

管轄裁判所
不在者の従来の住所地の
家庭裁判所

被相続人の最後の住所地の
家庭裁判所

当該土地所在地の
地方裁判所

建物の処分
（売買、除却等）

裁判所の権限外行為許可に
より可能

裁判所の権限外行為許可に
より可能

－

遺産分割協議
裁判所の権限外行為許可に
より可能

裁判所の権限外行為許可に
より可能

不可

管理の終了

不在者が現れたとき、失踪
宣告がされたとき、死亡が
確認されたとき、不在者の
財産がなくなったとき

相続財産がなくなったと
き、国庫に引き継がれたと
き

所有者不明土地管理命令を
発した目的が達せられたと
き（裁判所が申立又は職権
により命令を取り消す）

保存行為及び利用
又は改良を目的と
する行為以外の管
理人の権限

市町村長申立（空家法）

市町村長申立（所有者不明土地法）

裁判所が財産管理人の選任等を命じ
ることができる要件

財産管理の対象となる財産

所有者が自然人で
あるか法人である
かの違い

所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制

度を用いれば、スポット運用が可能。



 

④所有者不明建物管理制度 ⑤管理不全土地管理制度 ⑥管理不全建物管理制度

根拠条項 民法第264条の8第1項 民法第264条の9第1項 民法第264条の14第1項

本則申立人 利害関係人 利害関係人 利害関係人

空家法第14条第1項 空家法第14条第1項 空家法第14条第1項

所有者不明土地法
第42条第5項

所有者不明土地法
第42条第3項･第4項

所有者不明土地法
第42条第5項

所有者を知ることができ
ず、又はその所在を知るこ
とができない建物（共有の
場合を含む）

所有者による土地の管理が
不適当であることによって
他人の権利又は法律上保護
される利益が侵害され、又
は侵害されるおそれがある
場合において、必要と認め
るとき

所有者による建物の管理が
不適当であることによって
他人の権利又は法律上保護
される利益が侵害され、又
は侵害されるおそれがある
場合において、必要と認め
るとき

①所有者不明建物
②所有者不明建物にある動産
③建物の敷地利用権、これら
　の処分等により得た財産

①管理不全土地
②管理不全土地にある動産
③これらの処分等により管理
　人が得た財産

①管理不全建物
②管理不全建物にある動産
③建物の敷地利用権、これら
　の処分等により得た財産

区分所有建物
への適用

なし － なし

自然人 適用あり 適用あり 適用あり

法人 適用あり 適用あり 適用あり

管轄裁判所
当該建物所在地の
地方裁判所

当該土地所在地の
地方裁判所

当該建物所在地の
地方裁判所

建物の処分
（売買、除却等）

裁判所の権限外行為許可に
より可能

－
裁判所の権限外行為許可に
より可能

遺産分割協議 不可 不可 不可

管理の終了

所有者不明建物管理命令を
発した目的が達せられたと
き（裁判所が申立又は職権
により命令を取り消す）

管理不全土地管理命令を発
した目的が達せられたとき
（裁判所が申立又は職権に
より命令を取り消す）

管理不全建物管理命令を発
した目的が達せられたとき
（裁判所が申立又は職権に
より命令を取り消す）

保存行為及び利用
又は改良を目的と
する行為以外の管
理人の権限

市町村長申立（空家法）

市町村長申立（所有者不明土地法）

裁判所が財産管理人の選任等を命じ
ることができる要件

財産管理の対象となる財産

所有者が自然人で
あるか法人である
かの違い



 



 



 





 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 










